
鳥取県後期高齢者医療被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱 
平成２０年３月３１日 

                               訓令第５号 
改正 平成２１年１２月２４日訓令第７号 

（趣旨） 

第１条  鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号。以下「法」という。）第５４条第４項に基づく後期高齢者医療被保険

者証（以下「被保険者証」という。）の返還及び同条第７項に基づく後期高齢者医療被保

険者資格証明書（以下「資格証明書」という。）の交付並びに同法第９２条に基づく保険

給付の全部又は一部の支払を一時差し止めの施行については、鳥取県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療施行規則（平成２０年規則第６号）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 

（資格証明書の交付） 

第２条 鳥取県後期高齢者医療広域連合長（以下｢広域連合長｣という。）は、被保険者が、

法第１０４条第１項に規定する保険料（以下｢保険料｣という。）の納期限から１年を経過

するまでの間に、当該保険料を納付しないときにおいて、次に掲げる事項に該当する場

合には、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。 

 (1) 納付相談に応じない者 

 (2) 所得・資産の状況から保険料の負担能力が十分あると認められるのにもかかわらず

納付しない者又は納付計画を履行しない者 

(3) その他悪質な滞納者と認められる者であること。  

２  広域連合長は、前項に規定する期間が経過しない場合においても、当該被保険者に対

し、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することができる。 

３  広域連合長は、資格証明書の交付を受けた被保険者が、広域連合内で転居したときは、

引き続き資格証明書を交付するものとする。 

（保険給付の制限） 

第３条  広域連合長は、被保険者が、当該保険料の納期限から１年６月を経過してもなお

保険料を滞納しており、第２条第１項各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の全

部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 

２  前項に規定する期間が経過しない場合においても、当該被保険者に対し、保険給付の

全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。 

３  広域連合長は、前２項の規定による保険給付の差し止めの対象となるのは、高額療養

費、療養費、葬祭費等の現金給付とし、その金額の範囲は、当該被保険者が滞納してい

る保険料の金額の範囲内とする。 

４  広域連合長は、第１項及び第２項の規定による保険給付の一時差し止めをする場合は、

後期高齢者医療給付の一時差止通知書により、当該被保険者に対し通知をする。 

（保険給付からの滞納保険料の控除） 

第４条  第２条第１項及び第２項による資格証明書の交付を受け、前条の規定による保険

給付の一時差し止めがなされている被保険者が、なお滞納している保険料を納付しない

場合は、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該被保険者が滞納している保険料



を控除する。 

２  広域連合長は、前項の規定による保険料の控除をするときは、あらかじめ後期高齢者

医療保険料控除通知書により、当該被保険者に対し通知する。 

（適用除外） 

第５条  広域連合長は、当該保険料の滞納につき次条に規定する特別の事情（以下「特別

の事情」という。）があると認められる場合は、資格証明書の交付又は保険給付の全部若

しくは一部の支払を一時差し止める措置を講じないものとする。   

２  前項に該当する被保険者は、後期高齢者医療の保険料の納付に係る特別の事情等に関

する届書兼弁明書（様式第１号。以下「届書兼弁明書」という。）を提出するものとする。

この場合において、この届書は、当該資格証明書を交付した又は保険給付の一時差し止

めがあった後であっても、当該特別の事情が生じた時点で届け出るものとする。 

（特別の事情） 

第６条 前条第１項に規定する特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料を納付

することができないと認められる事情とする。 

(1) 保険料を滞納している被保険者又はその世帯に属する世帯の世帯主（以下この条に

おいて「滞納被保険者等」という。）がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかっ

たこと 

(2) 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこ

と 

(3) 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと 

(4) 滞納被保険者等がその事業により著しい損失を受けたこと 

(5) 滞納被保険者等が失業等により、収入が著しく減少したこと 

(6) その他第１号から第５号に類する事由があったこと 

２ 前項に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められるか否かについ

ては、滞納被保険者等の現在の収入、生活状況等を個々に具体的に把握した上で、被保

険者が賦課されている保険料を現に負担する能力があるか否かという観点から判断する

ものとする。 

３ 入院又は継続的な通院等により診療等を受けている、又は受ける予定のある被保険者

については、その収入、生活状況、診療等の内容を勘案し、仮に資格証明書を交付した

場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が

損なわれるおそれがあると認められる場合には、第１項第６号により保険料を納付する

ことができないと認められる特別の事情があるものとする。 

４ 市町村における収納対策を通じて保険料の分割納付をし、又は条例の規定に基づく保

険料の減免・徴収猶予の適用を受けている被保険者については、原則として、第１項第

６号により保険料を納付することができないと認められる特別の事情があるものとする。 

（弁明機会の付与等） 

第７条  広域連合長は、保険料を滞納している被保険者に対し、資格証明書を交付しよう

とする場合は、行政手続法（平成５年法律第８８号）及び鳥取県後期高齢者医療広域連

合行政手続条例（平成１９年条例第１４号）に基づく弁明をする機会を与えるため、届

書兼弁明書を提出できる旨を当該被保険者に対し通知するものとする。 



２  市町村長は、前項の通知をした被保険者から届書兼弁明書の提出があった場合は、資

格証明書の交付に関する報告書(様式第２号。以下「報告書」という。)を添えて広域連

合長に提出するものとする。また期限内に届書兼弁明書の提出がなかった場合は、報告

書のみを提出するものとする。 

３ 広域連合長は、届書兼弁明書及び報告書の提出があった場合は、次条に規定する後期

高齢者医療資格証明書交付審査会でその適否の審査を行うものとする。 

４  広域連合長は、前項の審査により資格証明書の交付が正当であると認められた場合は、

後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第３号)により当該被保険者に対し、被保

険者証の返還を求めるものとする。 

５  広域連合長は、前項の通知により、被保険者証の返還があった場合又は高齢者の医療

の確保に関する法律施行規則（平成１９年厚生労働省令第１２９号）第１５条第２項の

規定により返還があったものとみなした場合は、資格証明書を交付するものとする。 

（後期高齢者医療資格証明書交付審査会） 

第８条  広域連合長は、資格証明書の交付について審査するため、後期高齢者医療資格証

明書交付審査会を設置する。 

（資格証明書が交付されている被保険者に対する被保険者証の交付） 

第９条  広域連合長は、資格証明書の交付を受けている被保険者が、次の各号のいずれか

に該当することとなった場合は、被保険者証を交付するものとする。 

(1) 滞納している保険料を完納した場合 

(2) 滞納額の著しい減少が認められる場合 

(3) 第５条第 1項に該当する場合 

２ 前項第２号に規定する滞納額の著しい減少の認定については、被保険者の収入、生活

状況、滞納額等を個々に具体的に把握し、以降の保険料の収納計画等を被保険者ととも

に立てた上で行うものとする。 

３ 第１項の規定により被保険者に交付する被保険者証の有効期限は、当該被保険者が同

項第１号に該当する場合を除き、通常の有効期限より短い期限を設定するものとする。 

４  前項の規定による被保険者証の交付は、原則として、市町村の窓口等において行うも

のとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
この訓令は、平成２１年１２月２４日から施行する。 

 
  

 

 

 

 

 

 





※２　「被保険者の課税所得」欄には、一部負担金の負担割合の判定に係る課税所得金額を記載すること。
※３　「電話催告」「訪問」欄に日時を記載する際、平日時間外の場合は【　】で、休日の場合は『　』で囲むこと。平日時間内は囲みなし。

※１　「ＮＯ．」欄には、当該報告に係る案件の通し番号を記載すること。

　

現在の状況 備　　考

被保険者の医療機関への受診状況

入　　院

外　　来

入院中　・　今後入院予定

　　年　　月　　日

被保険者の収納状況及び短期被保険者証の交付

初回　　　年　　月
２回目　　年　　月
３回目　　年　　月

・・・

短期証の
交付年月
（全て記載）

年　　月
～　　年　　月

（　　ヶ月間未納）

保険料の
滞納期間

７割 ９割

低所得Ⅰ給付に係る所得区分

保険料均等割の
軽減の適用

なし ２割 ５割

現役並み
所得者

一般 低所得Ⅱ

高齢者のみ
複数世帯

若年者と
同居世帯

世帯構成
高齢者

一人世帯

被保険者の課税所得 万円

電話催告

様式第２号　　　　　　　　　　　　　　資格証明書の交付に関する報告書

鳥取県

これまでの収納に係る取組

項目

文書催告

実施日時

報告年月日

広域連合名

ＮＯ．

資格証明書の交付が必要と考える理由・経緯

被保険者の世帯構成・所得の状況など

被保険者の所在市区町村

資格証明書の交付予定年月 年　　月

訪問



様式第３号 

第  号 
平成 年  月  日 

 
              様 
                       

鳥取県後期高齢者医療広域連合長 
                          ○○○○ 

 
後期高齢者医療被保険者証の返還通知書  

 
高齢者の医療に関する法律第５４条第４項、第５項に基づき被保険者証の返還対象者

となりましたのでお知らせします。 
 

被 保 険 者 番 号  

氏 名  

返 還 先  

返 還 期 限  

 
不服申立て及び取消訴訟 
この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起 

算して６０日以内に鳥取県の後期高齢者医療審査会に対して審査請求をすること 
ができます。 
なお、この処分の取消しの訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと、提訴で

きませんが、審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないときや処分

の執行等による著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、その他正当な

理由があるときは、裁決を経なくても提起できます。この訴えは、裁決の送達を

受けた日の翌日から起算して６か月以内に、鳥取県後期高齢者医療広域連合を被

告（代表者は鳥取県後期高齢者医療広域連合長）として提起できます。ただし、

原則として、裁決の日から１年を経過すると訴えを提起できません。 
 

 
 

 
 
 
問い合わせ先 

    ○○市役所○○課 
    〒 
    住所 
    電話番号 
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